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三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

2022 年 4 月 16 日 

      再開発勉強会有志 

【かわら版第 28号】   

「まちづくりニュース」（第 22号）を読んで 

みなさん理解できましたか？  
 

最近発行された「まちづくりニュース」（第 22号）。 

冒頭には「地区の皆さまから頂いたご質問にお答えします」など

と書いてありますが、本当にこれらが「地権者が知りたい質問」

なのか？ 焦点がずれているし、何より難しすぎてわからない。 

よほど準備組合の実態に触れたくないのか、前半は「本組合」

の記載ばかりが目立ち「準備組合」のことはあまり書いてない。 

「皆さまのご質問にお答えします」と言いながらも、その中身は

「制度」、「法令」そして「本組合」の説明ばかりです。後半では

「一般の不動産取引とは違う」、「現時点で評価額は法律上決め

られない」などと、私たち地権者が真に知りたい要望を正面から

否定するかのような書き方です。準備組合の正当性を主張する

記述ばかりで地権者の気持ちに寄り添うものではありません。 

これでは「まちづくりニュース」の信頼性に疑問符が付きます！ 
 

再開発への勧誘が始まり１年が経過した今、当初は無知だった

私たちにも、次第に住友再開発の真の姿が見えて来ました。 

住友側が何を言おうと、私たちにとっては大切な資産の処分に

係わる問題です。「自己の資産が保全されるか」、「生活再建は

大丈夫なのか」と言った核心部分が具体的に書面で明らかにな

らない限り、同意書にハンコを押すことなど到底できません。 
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（B さん） 

最新の「まちづくりニュース」（２２号）は、冒頭に「皆さまから頂い

たご質問に回答します」と書いてあったけど、そもそも書き方が

難しすぎて、なんだか私たち一般の住民にはよくわからない！ 
 

（A さん） 

確かに制度や法令が詳しく書いてある。内容は正しいのだろう。 

しかし、これはわしらが知りたいこととは違う。問題のすり替えだ。 

わしらが知りたいのは「自己の保有資産」や「将来の生活再建」

が具体的にどう保証されるのかと言ったより現実的な話だ。 

「皆様の質問に回答します」と言いながら、準備組合は「制度」

や「法令」の説明ばかりで真に知りたい質問には答えていない。 
 

（B さん） 

その通りだわ。大切な土地資産なのに「法令に基づきそのうち

決まって行きます」などと言った説明はどうしても納得できない。 

将来「こんな筈ではなかった」と気づいても手遅れ。「３回意思決

定できる」と書いてあるけど、行政の正式決定の根拠となる今

回の同意書が１回目でしかもほぼすべて。一旦正式決定される

ともう誰にも止められない。 
 

（A さん） 

それにわしらの土地資産を託す相手先は「信用」も「業歴」も「賠

償責任能力」もない準備組合だ。まちづくりニュースでは盛んに

地元民が多数参加しているなどと準備組合への安心感を PR し

ているが、しょせん準備組合は銀行から融資さえ受けることので

きない任意団体だ。「地元民の参加」と「信用」とは別の話だ。 
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（B さん） 

銀行も相手にしない先へ大切な資産を託すなんてできないわ。 
 

（C さん） 

一般論ですが、民間営利企業が主導する「準備組合」が報じる

「まちづくりニュース」は、中身を割り引いて読む必要があります。 

業者側に都合の良い報道しかしないからです。戦時中の「大本

営発表」や最近の「ロシアのニュース報道」を見ればわかります。 
 

（B さん） 

では具体的に「まちづくりニュース」のどこが間違っているの？ 
 

（C さん） 

間違っていると言う表現は正しくありません。書面なので、さす

がに「嘘」はつかない筈です。但し、彼らの「言葉の巧みな言い

回し」や「論点を巧みにすり替える手法」には注意が必要です。 
 

（B さん） 

「論点のすり替え」などと言われても私には少々難しすぎて... 

（C さん） 

例えて言うなら、自動車教習所で生徒が「運転操作」の実習で

教習車へ乗り込んだのに、教官が車内で「規則や法令」ばかり

説明し続けると言ったイメージでしょうか。「規則や法令」も大切

ですが、生徒と教官とは気持ちがまったく嚙み合っていません。

今回の「まちづくりニュース」も、「規則や法令」へと論点をすり替

えようとする意図が垣間見え、地権者が真に知りたい「土地資

産の保証」や「再開発後の生活再建」などには触れていません。 

これでは「まちづくりニュース」の信頼性に疑問符が付きます。 
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（B さん） 

私たちが納得できない限り「同意はしない」。ただそれだけね！ 

しかし彼らは「同意」を求めて電話や訪問を繰り返してくることが

ある。迷惑なのだけど、どう対処したら良いのかがわからない。 

（C さん） 

簡単なことです。迷惑なら「もう来ないで」と言うべきです。 

できれば記録に残すため書面でこれを行って下さい。対面だと 

不快な思いをしますが、書面なら対話する必要もなくなります。 

「準備組合」の名を語りながらも、実際にやって来るのはいつも

住友不動産の社員です。彼らは不動産業者として「宅建業法」

に拘束される筈です。宅建業法の施行規則第 16条の 12では、

「相手方の意思に反する勧誘行為」をはっきりと禁じています。 

 

（A さん） 

そういえば港区も、執拗な勧誘に悩む地権者から相談を受け

「準備組合との対話は義務ではない」との書面を発行したそうだ。 

（C さん） 

再開発も不動産取引です。損してまで応じる必要はありません。 

土地所有者の場合、もし再開発で「土地」を「床」と交換すれば、

時間と共に資産価値は減って行き、確実に損をします！ 

「1000万円の土地を同額の高級車と交換する」ようなものです。 

「まちづくりニュース」はこのような問題には触れようとしません。 

その様な機関誌なら発行しても無意味です！  

自身で十分理解し納得しない限り、決して同意はしないことです。 

既に同意された方も「撤回」は可能です。港区も認めています。 
 
(世話役：佐々木光子 h7835575@yahoo.co.jp)  
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